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インターネット上での
誹謗中傷とそのリスク

インターネット上での誹謗中傷は、子どもたちが軽い気持ちで投稿した内容でも、大きな問題へと

発展する可能性があります。ＳＮＳや動画サイトのコメント、口コミサイトなど、簡単に投稿できる

場が増えている今こそ、誹謗中傷のリスクについて改めて考えてみましょう。

事実なら中傷して問題なし？

教職員向け （全学校種向け）

インターネット上での誹謗中傷は、有名人だけでなく、身近な友達

や一般の人にも同じように注意が必要です。学校では、インターネッ

ト上でも自身が発する言葉には責任が伴うことを教え、誹謗中傷が引

き起こす法的リスクを理解させることが大切です。さらに、画面の向

こう側にいる相手も生身の人間であり、同じように感情や痛みを感じ

ることを伝え、何かを投稿する前に一度相手の立場になって考えるこ

とができるよう、子どもたちに教えてください。

指 導 の 要 点

インターネット上での誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪に問

われるほか、民事上の責任として慰謝料を請求される可能性

があります。例えば、事実に基づいた意見や批評であっても、

相手が受ける精神的苦痛や社会的損害が大きい場合、名誉毀

損罪として訴えられることがあります。また、「バカ」や「

アホ」などの直接的な侮辱は侮辱罪として、刑事罰を受ける

ことがあります。このような刑事罰以外に被害者から慰謝料

を請求される場合もあります。

誹謗中傷の法的リスク

インターネット上での誹謗中傷が原因で、訴訟や重大なトラブルに発展する事例が増えています。

子どもたちが投稿した内容が、知らないうちに他者を傷つけたり、法的問題を引き起こすこともあり

ます。特に、芸能人やスポーツ選手などに向けた悪質なコメントが誹謗中傷と見なされ、法的措置を

取られるケースも増加しています。「事実だから誹謗中傷ではない」や「悪口じゃなくて個人の意見

だからＯＫ」といった誤った認識から、軽い気持ちで投稿した内容が大きな問題を引き起こすことが

あるのです。

誹謗中傷を意図していなくても、何気なくＳＮＳやコメント欄に書き込んだ内容が相手を傷つける

ことがあるため、発言には十分な注意が必要です。軽い気持ちからの発言でも、大きなリスクを伴う

ことから、オンラインでの言動でも発言内容には慎重かつ責任をもつことが求められます。
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